
地
方
分
権

改
革

に
関

す
る
提
案
募
集

に
つ
い
て
の
考
え
方

（
水
道
事
業

の
認
可
権
限
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲
）

平
成

26
年
９
月
８
日

厚
生

労
働

省
健

康
局

水
道
課

1

通番５１：水道事業等の認可等の権限の国から都道府県への移譲（厚生労働省）

8

CO886158
長方形



（
認

可
制

度
）

○
水
道
事
業
は
、
国
民
生
活
に
か
け
が
え
の
な
い
飲
用
に
適
す
る
水
の
供
給
を
行
う
公
益
性
の
高
い
事
業

（
市
町
村
経
営
原
則
、
総
箇
所
数
の
う
ち
８
９
％
が
公
営
、
１
１
％
が
民
営
）

○
水
道
用
水
供
給
事
業
は
、
水
道
事
業
に
水
道
用
水
を
供
給
す
る
事
業
で
あ
り
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の

一
部

事
務

組
合

が
経

営

○
認
可
制
度
は
、
水
道
の
公
益
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
一
定
の
技
術
的
、
財
政
的
基
盤
を
有
す
る
申
請

者
に
対
し
て
地
域
独
占
の
事
業
経
営
権
を
与
え
、
合
理
的
・
計
画
的
に
事
業
経
営
さ
せ
る
と
と
も
に
、
水
道

利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
公
企
業
の
特
許
に
あ
た
る
制
度

○
認
可
に
際
し
、
水
源
確
保
の
確
実
性
、
事
業
計
画
の
合
理
性
、
給
水
契
約
の
妥
当
性
、
浄
水
施
設
等
の

技
術

的
適

格
性

な
ど
を
審
査

（
認

可
の

状
況

）
水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業

7,
76

6事
業

（
Ｈ
２
４
年

度
末

）
の

う
ち
約

93
％
に
当
た
る

7,
27

2事
業

に
係

る
認

可
権

原
が

、
す
で
に
都
道
府
県
に
委
任
。
平
成
２
４
年
度
認
可
処
分

総
数

33
1件

の
う
ち
、
約

93
％

に
あ
た
る

30
8件

が
都
道
府
県
に
よ
る
も
の
。

（
※

認
可
処
分
数
に
は
、
創
設
認
可
の
み
な
ら
ず
変
更
認
可
、
変
更
届
出
を
含
む
。
）

事
業

対
象

対
象

事
業
体
数
（

H２
４
末
）

平
成
２
４
年
度
処
分
実
績

都
道
府
県
認
可
処
分

水
道

事
業

（
簡

水
含

）
給
水
人
口
５
万
人
以
下

7,
25

6(
93

.5
%

)
創
設

30
変
更

27
8

水
道
用
水
供
給
事
業

給
水
量
２
万
５
千
ｍ

３
/日

以
下

21
 (0

.3
%

)

国
認
可
処
分

水
道
事
業

給
水
人
口
５
万
人
超

（
※

１
）

41
5 

(5
.2

%
)

創
設

2
変
更

21
水
道
用
水
供
給
事
業

給
水
量
２
万
５
千
ｍ

３
/日

超
（
※

２
）

74
 (1

.0
%

)

計
7,

76
6

(1
00

%
)

33
1

※
１
，
２

地
下
水
の
み
を
水
源
と
し
て
い
る
場
合
は
知
事
認
可
と
な
る

2

水
道
事
業
認
可
に
つ
い
て
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第
１
次

勧
告

に
お
け
る
記

載
（
抜

粋
）

国
が

現
在

直
接

認
可

事
務

を
行

っ
て
い
る
水

道
事

業
の

う
ち
、
給

水
人

口
５
万

人
超

の
水

道
事

業
で
水

利
調

整
の

必
要

性
が

あ
る
と
考

え
ら
れ

る
も
の

以
外

の
も
の

の
認

可
に
つ
い

て
は
、
都
道
府
県
に
委
譲
す
る
。

（
整
理

さ
れ

た
考

え
方

）
給

水
人

口
が

5万
人
を
超
え
、
水
利
調
整
の
必
要
性
が
あ
る
水
道
事
業
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
国
が
行
う
。

○
利
用
者
が
多
く
、
事
業
の
形
態
、
水
源
の
確
保
、
事
業
の
合
理
性
等
の
判
断
に
つ
い
て
、
よ
り
広
域
的
な
観
点

か
ら
行

う
必

要
性

が
高

い
こ
と

○
限
ら
れ
た
水
資
源
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
と
ら
わ
れ
ず
、
流
域
全
体
の
利
用
者
間
で
公
平
に
利
用
で
き
る
よ

う
、
公
正
・
中
立
な
立
場
か
ら
水
道
所
管
大
臣
た
る
厚
生
労
働
大
臣
が
水
道
事
業
体
間
の
調
整
、
他
の
水
利
行

政
（
河
川
管
理
者
、
水
資
源
開
発
行
政
、
利
水
行
政
）
と
の
調
整
及
び
政
策
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と

当
時

の
地

方
分

権
推

進
委

員
会

に
お
い
て
、
国

が
認

可
を
行

う
水

道
事

業
の

メ
ル

ク
マ
ー
ル

（
５

万
人
超
）
に
つ
い
て
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
見

直
し
に
つ
い
て
議

論

議
論
の
結
果

水
道

法
施

行
令

改
正

上
記

勧
告

を
受

け
、
国

に
お
け
る
水

利
調

整
の

必
要

性
が

な
い
も
の

（
地

下
水

）
を
水

源
と

す
る
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成

9年
に
水

道
法

施
行

令
を
改

正
し
都

道
府

県
へ

権
限

を
移

譲

上
記

勧
告

を
受

け
、
国

に
お
け
る
水

利
調

整
の

必
要

性
が

な
い
も
の

（
地

下
水

）
を
水

源
と

す
る
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成

9年
に
水

道
法

施
行

令
を
改

正
し
都

道
府

県
へ

権
限

を
移

譲
3

第
１
次
勧
告
（
平
成
８
年

12
月
）
に
お
け
る
整
理
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提
案
内
容
に
対
す
る
当

省
の

見
解

事
業

の
認

可
に
当

た
っ
て
は

、
水

道
事

業
等

の
用

に
供

す
る
水

源
の

公
平

な
分

配
、

水
道

施
設

の
合

理
的

な
配

置
等

に
関

す
る
広

域
的

調
整

が
必

要
で
あ
り
、
ま
た
水

道
水

供
給

の
安

全
性

・
安

定
性

を
全

国
的

に
担

保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
国

の
関
与
が
必
要

国
の
関
与
の
必
要
性

○
他

の
都

道
府

県
に
建

設
さ
れ

る
ダ
ム
や

流
域

が
異

な
る
河

川
を
水

源
と
し
て
い
る

水
道

事
業

、
取

水
量

が
多

く
他

の
利

水
者

に
大

き
な
影

響
を
与

え
る
水

道
事

業
等

に
つ
い
て
、
国

が
河

川
行

政
や

水
資

源
行

政
と
連

携
し
つ
つ
、
広

域
的

調
整

に
よ
り
水

資
源

の
合

理
的

配
分

を
実

現
す
る
た
め
、
公

正
・
中

立
な
立

場
か

ら
水

利
調

整
を
行

う
こ
と
が
必
要
。

○
現

在
も
、
と
り
わ

け
一

定
の

給
水

人
口

以
上

の
水

道
事

業
に
関

す
る
水

利
調

整
の

必
要

性
に
つ
い
て
、
地

方
分

権
推

進
委

員
会

第
１
次

勧
告

（
平

成
８
年

12
月

）
時

点
か

ら
の

状
況

変
更

は
な
い
こ
と
か

ら
、
今

日
的

に
見

て
も
変

更
す
る
必

要
性

は
な
い
。

○
な
お
、
水

道
事

業
全

体
で
み

れ
ば

、
約

９
３
％

以
上

（
全

事
業

体
：

7,
76

6、
国
認
可
：

48
9、

都
道
府
県
認
可
：

7,
27

7）
を
都

道
府

県
の

認
可

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国

が
直
接
認
可
等
を
行
う
も
の
は
、
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

4

事
業
権
限
の

移
譲
に
対
す
る
考

え
方
に
つ
い
て
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5

水
利
権
協
議
に
つ
い
て

事
業

認
可

○
主

な
確

認
事

項
・
水

源
確

保
の

確
実

性
・
事

業
計

画
の

合
理

性
・
給

水
契

約
の

妥
当

性
・
浄

水
施

設
等

の
技

術
的

適
格

性
な
ど
を
審

査

農
業
用
水

工
業
用

水

水
利

権
協

議
○

主
な
確

認
事

項
・
水

源
計

画
・
将

来
需

要
予

測
・
事

業
と
の

整
合

性
な
ど
を
審

査

Ａ
地

区 Ｃ
地

区

一
体

的
に

実
施

イ
メ
ー
ジ
図

○
事
例

利
根

川
水

系
に
お
い
て
は

、
１
都

５
県

に
ま
た
が

る
水

資
源

開
発

、
遠

距
離

導
水

に
よ
り
確

保
さ
れ

た
水

が
利

用
さ
れ

て
い
る
。
よ
っ
て
多

量
の

水
を
利

用
す
る
水

道
事

業
の

需
要

予
測

等
を
中

立
・
公

平
な

立
場
で
行
う
必
要
が
あ
る
。

・
利

根
川

水
系

協
議

数
Ｈ
２
４
年
度

２
６
件
、
Ｈ
２
５
年
度

２
１
件

年
度

水
利

権
協

議
数

Ｈ
２
３
年

4
4

Ｈ
２
４
年

1
0
9

Ｈ
２
５
年

8
1

近
年

の
協

議
件

数

○
水
利
使
用
に
つ
い
て
河
川
法
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
よ
り
関
係
機
関
の
長
に
協
議
が
あ
る
。

○
協
議
の
際
に
は
、
事
業
認
可
内
容
と
の
整
合
性
、
需
要
予
測
及
び
水
源
計
画
の
妥
当
性
等
を
確
認
。

必
要

に
応

じ
て
関

係
者

と
の

調
整

を
行

う
。

○
水
源
の
公
平
な
配
分
、
施
設
の
合
理
的
な
配
置
等
に
関
す
る
広

域
的
な
調
整
が
必
要
。

事
業

認
可

の
審

査
に
あ
た
っ
て
は

水
源

確
保

（
取

水
口

の
設

置
位

置
、
取

水
量

等
）
を
確

認
す
る
た
め
、
水

利
権

の
協

議
と
一

体
的

に
行

う
こ
と
が

必
要

。

飲
用
水

Ｂ
地
区
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水
道
事
業
体
が
対
処
す
べ
き
課
題

安
全

安
心
し
て
飲
め
る
水
道

適
正
な
水
質
管
理
体
制

統
合

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
対

応

強
靱

危
機
管
理
に
対
応
で
き
る
水
道

適
切
な
施
設
更
新
、
耐
震
化

被
災
し
て
も
し
な
や
か
に
対
応

持
続

国
民

か
ら
信

頼
さ
れ

続
け
る
水

道
長
期
的
に
安
定
し
た
事
業
基
盤

人
口
減
少
社
会
を
踏
ま
え
た
対
応

水
道

の
理

想
像

（
新

水
道

ビ
ジ
ョ
ン

平
成
23

年
3月

策
定

）

○
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推

進

認
可
区
分

実
施

率

都
道
府
県
認
可

3
6
.1
%

国
認
可

8
1
.8
%

○
水
源
事
故
対
策
の
推
進

○
水
道
施
設
の
耐
震
化
の
推
進

認
可
区
分

基
幹

管
（
導

水
、

送
水

、
配

水
）

浄
水

場
、

配
水

池
等

都
道
府
県
認
可

2
6
.9
%

2
8
.0
%

国
認
可

6
0
.1
%

6
3
.8
%

耐
震

化
計

画
策

定
状

況

※
Ｈ
２
５
年
度
デ
ー
タ

簡
易
水
道
は
除
く

※
Ｈ
２
５
年
度
デ
ー
タ

簡
易
水
道
は
除
く

・
水

道
事

業
体

の
安

全
・
強

靱
・
持

続
と
の

キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
運

営
を
担

保
す
る
た
め
、
水

安
全

計
画

の
策

定
、

水
道

施
設

の
耐

震
化

、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

実
施

と
い
っ
た
取

組
を
全

国
的

に
推

進
。

・
国

は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

の
周

知
や

立
入

検
査

の
指

導
を
通

じ
た
認

可
事

業
体

へ
の

直
接

的
な
働

き
か

け
に
よ
り
国

認
可

事
業

体
の

取
組

を
促

進
し
て
い
る
が

、
都

道
府

県
認

可
事

業
体

の
取

組
は

低
調

。

施
策
の
例

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
実

施
状
況

認
可
区
分

策
定

率

都
道
府
県
認
可

2
.6
%

国
認
可

2
6
.8
%

水
安

全
計

画
策

定
状

況

※
Ｈ
２
４
年
度
デ
ー
タ

簡
易
水
道
除
く

6

水
源
か
ら
給
水
栓
に
至
る
全
て

の
プ
ロ
セ
ス
で
危
害
評
価
と
危

害
管
理
を
行
う
水
安
全
計
画
の

策
定
を
推
進
。

巨
大

災
害

の
発

生
に
備

え
、
導

水
、
配

水
管

や
浄
水
施
設
等
の
耐
震
化
を
推
進

持
続
可
能
な
運
営
の
た
め
に

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
推

進
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○
水
道
に
は
地
震
、
風
水
害
、
テ
ロ
対
策
等
様
々
な
危
機
事
象
の
可
能
性
が
あ
る
。

○
国

は
様

々
な
危

機
事

象
に
対

し
、
様

々
な
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

等
を
水

道
事

業
体

へ
示

し
て
い
る
。

○
こ
れ

ら
の

マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

等
に
よ
り
、
国

は
立

入
検

査
の

指
導

を
通

じ
て
認

可
事

業
体

に
対

し
て
危

機
管

理
対

策
の

作
成

を
指

示
し
て
い
る
。

○
災

害
、
事

故
発

生
時

の
対

応
に
つ
い
て
、
国

に
報

告
が

上
が

っ
た
際

に
は

、
必

要
に
応

じ
て
関

係
者

へ
事
故
の
事
例
と
共
に
対
応
策
等
に
つ
い
て
周
知
を
行
っ
て
い
る
。
（
国
認
可
事
業
体
の
み
な
ら
ず
都
道
府

県
認
可
事
業
体
の
水
道
に
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
お
い
て
も
、
国
が
対
応
方
針
等
の
周
知
を
行
っ
て

い
る
事
例
が
あ
る
。
）

危
機
管
理
対
策
に
つ
い
て

危
機

事
象

国
に
よ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
整

備
状

況

地
震


地

震
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

（
平

成
1
9
年

2
月

）


水
道
の
耐
震
化
計
画
等
策
定
指
針
（
平
成
2
0
年
3
月
）

風
水
害


風

水
害

対
策

マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

（
平

成
1
9
年

2
月

）

施
設
事
故
・
停
電


施

設
事

故
・
停

電
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

（
平

成
1
9
年

2
月

）

管
路
事
故

・
給
水
装
置
凍
結
事
故


管

路
事

故
・
給

水
装

置
凍

結
事

故
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

（
平
成
1
9
年
2
月
）

水
質
汚
染
事
故


水

質
汚

染
事

故
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

（
平

成
1
9
年

2
月

）


水
安
全
計
画
策
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
2
0
年
5
月
）

テ
ロ


テ
ロ
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

（
平

成
1
9
年

2
月

）

渇
水


渇

水
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

指
針

（
平

成
1
9
年

2
月

）

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ


水
道
分
野
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
平
成
1
8
年
1
0
月
策
定
、
平
成
2
0
年
・
2
5
年
改
訂
）

・
国

認
可

事
業

体
と
比

較
し
て
、
都

道
府

県
認

可
事

業
体

の
マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

及
び
防

災
訓

練
の

実
施

状
況
は
低
調
。

※
何

れ
か

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策

定
し
て
い
れ

ば

カ
ウ
ン
ト

※
水
道
統
計
：
H
2
4
年
度
デ
ー
タ
（
簡
易
水
道
除
く
）

認
可
区
分

策
定

率

都
道
府
県
認
可

4
9
.9
%

国
認
可

9
4
.7
%

危
機

対
策

マ
ニ
ュ
ア
ル

策
定

状
況

認
可
区
分

実
施

率

都
道
府
県
認
可

5
0
.3
%

国
認
可

8
4
.5
%

防
災

訓
練

の
実

施
状

況

7

※
水
道
統
計
：
H
2
4
年
度
デ
ー
タ
（
簡
易
水
道
除
く
）
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○
水
道
事
業
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
毎
年
度
、
国
認
可
の
水
道
事
業
体
等
か
ら
事
業
の
状
況
報
告

を
お
願

い
し
て
い
る
。

○
都

道
府

県
に
も
、
国

認
可

事
業

体
と
同

様
に
都

道
府

県
認

事
業

体
等

へ
の

調
査

を
お
願

い
し
て
い
る
。

○
立

入
検

査
に
お
い
て
、
需

要
者

の
安

心
・
安

全
の

確
保

に
重

点
を
置

き
つ
つ
、
主

と
し
て
水

道
技

術
管

理
者
の
従
事
、
監
督
状
況
、
認
可
届
出
状
況
、
水
質
検
査
結
果
の
記
録
、
住
民
へ
の
情
報
提
供
、
危
機

管
理
対
策
の
状
況
な
ど
を
確
認
し
て
い
る
。

国
の

水
道

事
業

体
等

に
対

す
る
指

導
監

督

①
水

道
技

術
管

理
者

、
布

設
工

事
監

督
者

等
の

事
業

の
監

督
状

況
②

認
可

（
変

更
認

可
）
や

各
種

届
出

状
況

、
給

水
開

始
前

検
査

の
実

施
状

況
③

施
設

基
準

の
遵

守
等

、
水

道
施

設
管

理
の

実
施

状
況

④
健

康
診

断
や

衛
生

上
の

措
置

等
、
衛

生
管

理
の

実
施

状
況

⑤
水

質
検

査
の

実
施

状
況

、
水

質
基

準
の

遵
守

状
況

⑥
水

源
周

辺
等

の
汚

染
源

の
把

握
、
水

質
管

理
に
伴

う
施

設
整

備
の

状
況

⑦
自

然
災

害
や

テ
ロ
等

、
危

機
管

理
対

策
の

実
施

状
況

⑧
情

報
提

供
の

実
施

状
況

や
供

給
規

程
の

周
知

等
、
住

民
対

策
の

実
施

状
況

⑨
環

境
保

全
対

策
の

実
施

状
況

（
水

質
汚

濁
防

止
法

の
遵

守
状

況
等

）

○
国
の
立
入
検
査
の
実
施
状

況
・
平

成
２
５
年

度
に
お
い
て
、
国

認
可

の
４
８
１
の

水
道

事
業

及
び
水

道
用

水
供

給
事

業
の

う
ち
、
５
３
事

業
体

に
対

し
て
実

施
。

○
指
導
し
た
主
な
事
項

・
危

機
管

理
対

策
に
係

る
マ
ニ
ュ
ア
ル

不
備

・
水
道
施
設
管
理
に
関
す
る
不
備

・
住

民
へ

の
情

報
提

供
の

未
実

施
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

※
都
道
府
県
認
可
か
ら
国
認
可

に
移
行
し
た
事
業

体
に

対
し
て
国

が
立

入
検

査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
各

種
マ
ニ
ュ

ア
ル

策
定

、
水

質
検

査
の

記
録

、
需

要
者

へ
の

情
報

提
供

、
他

部
局

と
の

連
携

等
問

題
を
指

摘
し
指

導
を
行

っ
た

事
例
も
あ
る
。

・
結
果
は
Ｈ
Ｐ
で
公
表
す
る
と
と
も
に
、
全
国
水
道
関
係
担

当
者
会
議
等
で
紹
介

・
国
の
立
入
検
査
は
水
道
法
に
定
め
る
事
項
を
中
心
に
き
め
の
細
か
い
検
査
を
行
う
と
と
も
に
、
検
査
後
の

改
善
措
置
に
関
す
る
フ
ォ
ロ
ー
も
実
施
。
都
道
府
県
に
お
い
て
は
立
入
検
査
件
数
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、

検
査

の
質

の
確

保
が

難
し
い
。

8

立
入
検
査
項
目

15



9

都
道
府
県
の
水
道
事
業
の
監
督
体
制

・
水

道
事

業
体

の
数

に
比

べ
て
水

道
に
関

す
る
専

任
職

員
数

が
少

な
い
都

道
府

県
や

出
先

機
関

の
な
い
都

道
府

県
で
は

認
可

の
審

査
事

務
や

立
入

り
検

査
に
負

担
は

大
き
い
。

・
こ
の

よ
う
な
現

状
を
踏

ま
え
れ

ば
、
都

道
府

県
に
お
い
て
は

、
既

存
の

都
道

府
県

認
可

事
業

体
へ

の
指

導
監

督
を

し
っ
か

り
行

っ
た
上

で
、
国

認
可

事
業

体
と
都

道
府

県
認

可
事

業
体

の
広

域
化

に
つ
い
て
は

国
と
連

携
し
て
進

め
る

こ
と
が

適
切

。9

26

8

4

水
道

専
任

職
員

の
分

布

～
２
人
以
下

３
～
４
人

５
～
６
人

７
人
以
上

02468101214

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

平 均

○
都
道
府
県
の
水
道
事
業
に
関
す
る
業
務
は
、
都
道
府
県
認
可
水
道
事
業
体
の
審
査
や
立
入
検
査
以

外
の
業
務
に
加
え
て
、
専
用
水
道
の
確
認
業
務
、
国
庫
補
助
金
の
交
付
経
由
業
務
等
が
あ
り
、
こ
れ
に

加
え
て
都

道
府

県
新

水
道

ビ
ジ
ョ
ン
の

策
定

等
政

策
的

な
業

務
が

付
加

さ
れ

る
。

○
水

道
の

監
督

を
行

う
課

室
に
お
い
て
、
食

品
衛

生
部

門
、
環

境
部

門
等

と
一

緒
に
業

務
を
行

っ
て
お

り
、
水
道
に
関
す
る
専
任
職
員
数
が
極
め
て
少
な
い
中
で
監
督
を
行
う
都
道
府
県
も
存
在
。

○
立
入
検
査
業
務
に
つ
い
て
、
保
健
所
に
下
ろ
す
都
道
府
県
も
存
在
す
る
一
方
、
本
庁
が
自
ら
実
施
し

て
い
る
都

道
府

県
も
存

在
し
て
体

制
は

一
律

で
な
い
。

※
平
成
2
６
年
８
月
時
点
（
管
理
職
級
の
職
員
は
除
く
）
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10

参
考
資
料
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厚
生

労
働
省
は
、
平
成
2
1
年
7
月
7
日
に
「
水

道
事

業
に
お
け
る
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
資

産
管

理
）
に

関
す
る
手
引
き
」
、
平
成
2
5
年
6
月
に
「
簡
易
支
援
ツ
ー
ル
」
を
作
成

し
た
。


平
成
2
5
年
度
は
、
都
道
府
県
単
位
で
「
簡
易
支
援
ツ
ー
ル
」
に
関
す
る
講
習
会
等
を
実
施

し
、
平

成
2
5

年
度
中
に
4
5
都
道
府
県
で
開
催
す
る
に
至
っ
た
。


そ
の

結
果
平
成
2
5
年
度
の
全
体
の
実
施
率
は
平
成
2
4
年
か
ら
1
年
で
2
2
.3
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
た
。


特
に
実
施
率
の
低
か
っ
た
都
道
府
県
認
可
事
業
体
に
お
い
て
も
2
3
.8
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
た
。

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

実
施

状
況

（
単
位
：
事
業
体
数
）

認
可
区
分

都
道
府
県
認
可

国
認
可

合
計

H
24

割
合

1
2
.4
%

6
4
.2
%

2
9
.4
%

H
25

割
合

3
6
.1
%

8
1
.8
%

5
1
.7
%

H
2
4
か
ら
H
2
5
へ
の
割
合
の
伸
び
（
ポ
イ
ン
ト
）

2
3
.7

1
7
.6

2
2
.3

※
厚
生
労
働
省

平
成

26
年

1月
末
時
点

注
）
実

施
事

業
体

数
に
は

実
施

中
の

事
業

体
も
含

ま
れ

る

長
期

的
な
視

点
で
の

持
続

可
能

な
水

道
施

設
の

管
理

運
営

に
は

、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

必
要

不
可

欠

水
道
事
業
に
お
け
る
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
、
水
道
施
設
に
よ
る
給
水
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
必

要
な
補

修
、
更

新
と
い
っ
た
施

設
管

理
に
必

要
な
費

用
と
、
そ
の

た
め
の

財
源

を
算

定
し
、
長

期
的

視
点

に
立

っ
て
経

営
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

11

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

必
要

性

18



※
厚
生
労
働
省

平
成

26
年

1月
末
時
点

注
）
実

施
率
に
は
実
施
中
も
含
ま
れ

る
12

都
道
府
県
別
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
状
況
（

H2
5)

0%20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

平 均

実
施
率

（
都
道
府
県
認
可
）

実
施
率

（
国
認
可
）

都
道

府
県

別
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

実
施

率

19



○
今

の
更

新
率

0.
77

%
か

ら
単

純
に
計

算
す
る
と
、

全
て
の

管
路

を
更

新
す
る
の

に
約

１
３
０
年

か
か

る
と
想

定
さ

れ
る
。

管
路

更
新

率
（
％

） ×
10

0
更

新
さ
れ

た
管

路
延

長

管
路
総
延
長

管
路

経
年

化
率

（
％

）

×
10

0
法

定
耐

用
年

数
を
超

え
た
管

路
延

長
管
路
総
延
長

出
典

：
水
道

統
計


水
道
管
路
は
、
法
定
耐
用
年
数
が
４
０
年
で
あ
り
、
高
度
経
済
成
長
期
に
整
備
さ
れ
た
施
設
の
更
新
が
進
ま
な
い

た
め
、
管

路
の

経
年

化
率

（
老

朽
化

）
は

、
ま
す
ま
す
上

昇
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

○
年

々
少

し
ず
つ
経

年
化

率
が

上
昇

→
老

朽
化

が
進

行
。

○
年

々
少

し
ず
つ
更

新
率

が
低

下

→
管

路
更

新
が

進
ん
で
い
な
い
。

Ｈ
２
４
年

国
認
可

都
道
府
県

認
可

全
国
平
均

管
路
更
新
率

0
.
8
4
%

0
.
6
3
%

0
.
7
7
%

管
路
経
年
化
率

1
0
.
8
%

6
.
5
%

9
.
5
%

6.
0 

6.
3

7
7.

1
7.

8
8.

5

9.
5

0.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0

7.
0

8.
0

9.
0

10
.0

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

【％】

管
路
の
老
朽
化
の
現
状
と
課
題

13
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水
道
管
路
は
高
度
成
長

期
に
多
く
の
布
設
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
耐
震
性
が
低
く
、
震

災
時
の
安
定
給
水
に
課
題
が
あ
る
。
全
国
の
耐
震
適
合
性
の
あ
る
管
路
の
割
合
は
３
３
．
５
％
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
事
業
体
間
、
地
域
間
で
も
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
底
上
げ
が

必
要

な
状

況
で
あ
る
。

【
全

国
平

均
値

】
（

23
年

度
）

（
24

年
度

）
３
２
．
６
％

→
３
３
．
５
％

前
年

度
か

ら
の

伸
び
は

０
．
９
ポ
イ
ン
ト

水
道

基
幹
管
路
の
耐
震
適
合
率
（
平
成

24
年
度
末
） 14

0%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

平 均

都
道
府
県
認
可

国
認
可

※
厚

生
労
働

省

耐
震
適
合
性
が
あ
る
管
の
割
合
（
基
幹
管
路
）
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持
続

可
能

な
水

道
を
構

築

○
運

営
基

盤
が

脆
弱

な
小

規
模

水
道

事
業

体
が

多
い
こ
と
か

ら
、
水

道
事

業
の

統
合

を
含

め
た
広

域
化

を
推

進
す
る
こ
と
が

必
要

。

（
国

が
主

導
し
て
広

域
化

の
必

要
性

を
訴

え
、
統

合
に
成

功
し
た
事

例
も
あ
る
）

○
基

盤
強

化
を
推

進
す
る
た
め
、
国

に
お
い
て
も
手

引
き
等

を
作

成
し
支

援
を
行

っ
て
い
る
。

広
域

化
の
必

要
性

水
道
事
業
の
運
営
基
盤
強
化
の
推
進

【
課
題
】

◆
人
口
減
少
に
伴
う
給
水
収
益
の
減
少

◆
施
設
稼
働
率
の
低
下

◆
職
員
の
削
減

◆
老
朽
化
し
た
施
設
の
増
加

な
ど

【
解
決
策
】

◆
複
数
水
道
事
業
体
の
統
合

・
民
間
事
業
体
の
活
用

・
人
材
（
技
術
者
）
の
確
保
と
適
正
配
置

◆
統
合
に
伴
う
施
設
の
再
配
置
（
施
設
整
備
）

運
営
面
や
技
術
面
の
強
化
な
ど
様
々
な
課
題
解
決
に

つ
い
て
は
、
小

規
模

水
道
事
業
体
で
は
対
応
が
困

難
な

状
況
。

15

事
業

体
数

の
推

移

近
年

に
お
け
る
国

・
都

道
府

県
認

可
事

業
体

統
合

事
例

統
合
年
次

認
可
区
分

統
合

し
た
事

業
統

合
後

の
事

業
体

名

平
成
１
８
年
４
月

都
道
府
県

滝
川
市
水
道
事
業
、

砂
川
市

水
道

事
業

、
歌

志
内

市
水

道
事

業
、
奈
井
江
町
水
道

事
業

中
空

知
広

域
水

道
企

業
団

国
中
空
知
広
域
水
道
用

水
供
給

事
業

平
成
２
１
年
１
２
月

都
道
府
県

福
津
市
水
道
事
業

（
福
津
、
津
屋
崎
）

宗
像

地
区
事

務
組

合
国

宗
像
市
水
道
事
業

、
宗

像
地

区
事

務
組

合
（

用
供

）

平
成
２
２
年
４
月

都
道
府
県

淡
路
市
水
道
事
業

淡
路

広
域
水

道
企

業
団

国
洲
本
市
水
道
事
業

、
南

あ
わ

じ
市

水
道

事
業

、
淡

路
広

域
用

水
供
給
事
業

平
成
２
４
年
１
０
月

都
道
府
県

水
巻
町
水
道
事
業

北
九

州
市

国
北
九
州
市
水
道
事
業

平
成
２
６
年
４
月

都
道
府
県

紫
波
町
水
道
事
業

岩
手

中
部
水

道
企

業
団

国
北
上
市
水
道
事
業

、
花

巻
市

水
道

事
業

、
岩

手
中

部
広

域
水

道
用
水
供
給
事
業

認
可
区
分

Ｈ
１

４
Ｈ

２
４

水
道

事
業

都
道

府
県

認
可

1
,
5
50
 

9
9
4
 

都
道
府
県

認
可

（
簡
易
水

道
）

8
,
5
99

6
,
2
57

国
認

可
4
0
6
 

4
1
5
 

水
道

用
水

供
給

事
業

都
道

府
県

認
可

2
2
 

2
1
 

国
認

可
8
9
 

7
4
 

合
計

1
0
,
66

6
 

7
,
7
61

 

国
の
運

営
基

盤
強

化
に
関

す
る
取

組

・
水

道
広

域
化

検
討

の
手

引
き

（
平

成
２
０
年

度
）

・
水

道
事

業
に
お
け
る
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
資

産
管

理
）
に
関

す
る
手

引
き

（
平

成
２
１
年

度
）

・
水

道
事

業
統

合
及

び
施

設
の

統
廃

合
・
再

構
築

の
事

例
集

（
平

成
２
１
年

度
）

・
水

道
事

業
の

再
構

築
に
関

す
る
施

設
更

新
費

用
算

定
の

手
引

き
（
平

成
２
３
年

度
）

・
水

道
事

業
に
お
け
る
広

域
化

事
例

及
び
広

域
化

に
向

け
た
検

討
事

例
集

（
平

成
２
５
年

度
）

・
水

道
事

業
に
お
け
る
官

民
連

携
に
関

す
る
手

引
き

（
平

成
２
５
年

度
）
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平
成

2
3
年

度
末

現
在

水
道

統
計

：
7
,7
8
1
事

業
体

都
道

府
県

別
水

道
事

業
体

数

16

都
道
府
県
別
水
道
事
業
体
数
と
職
員
数
の
分
布

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

平 均

事
業
者
数

（
都
道
府
県
認
可

）

事
業

者
数

（
国

認
可
）

02468101214

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

平 均

都
道

府
県

別
水

道
専

任
職

員
平
成

26
年

8月
時

点
（
管

理
職

級
除

く
）
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17

平
成
２
５
年
度
厚
生
労
働
省
立
入
検
査
に
お
け
る
確
認
項
目

平
成
２
５
年
度
厚
生
労
働
省

立
入
検
査
に
お
け
る
確
認
項
目
（
一
部
抜
粋
）

検
査

事
項

確
認

項
目

根
拠

１
．

資
格

①
水

道
技

術
管

理
者

の
選

任
・
資

格
(1
)水

道
技

術
管

理
者

は
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

○
法

第
19

条
第
1項

（
水
道
技
術
管
理
者
）

水
道
事
業
者
は
、
水
道
の
管
理
に
つ
い
て
技
術
上
の
業

務
を

担
当

さ
せ

る
た

め
、

水
道

技
術

管
理

者
１

人
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
ら
水
道
技
術
管

理
者

と
な

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
○

法
第
31

条
（
準
用
）

(略
)第
19

条
（
略
）
の
規
定
は
、
水
道
用
水
供
給
事

業
者

に
つ
い

て
準
用

す
る
。
(略
)

水
道

技
術
管

理
者
は
資
格
要

件
を

満
た
し

て
い
る
か
。

○
法

第
19

条
第
3項

（
水
道
技
術
管
理
者
）

水
道
技
術
管
理
者
は
、
政
令
で
定
め
る
資
格
（
当
該
水

道
事

業
者

が
地

方
公

共
団

体
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
当
該
資
格
を
参
酌
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
条
例

で
定

め
る

資
格

）
を

有
す

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

○
平
23

健
発
08
30

第
10

号
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
基
準
に
つ
い
て
、
水
道

事
業

又
は

水
道

用
水

供
給

事
業

を
経

営
す

る
す

べ
て

の
地

方
公

共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、

施
行

日
（
平

成
24

年
4月

1日
）

か
ら
１

年
を
超

え
な
い

期
間
内
に
お
い
て
、
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま

で
の

間
は

、
従

前
の

と
お

り
政

令
で

定
め

る
資

格
と

み
な

す
経
過
措
置
を
設
け
て
い
る
。

○
法

第
31

条
（
準
用
）

(略
)第
19

条
(略
)の

規
定
は
、
水
道
用
水
供
給
事
業

者
に
つ

い
て
準

用
す
る

。
(略
)こ

れ
ら

の
規
定

に
関
し

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○
施

行
令
第
6条

（
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
）

法
第
19

条
第
3項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資

格
は

、
次
の

と
お
り

と
す
る

。
（
略

）
○

施
行
令
第
10

条
（
水
道
用
水
供
給
事
業
者
に
つ
い
て
準

用
す

る
法
の

規
定
の

読
替
え

）
法

第
31

条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表

の
と
お

り
と
す

る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み

替
え
ら
れ
る
字
句

読
み

替
え
る

字
句

第
19

条
第
2項

第
2号

第
13

条
第
1項

第
31

条
に

お
い

て
準
用

す
る
第
13

条
第
1項

第
19

条
第
2項

第
4号

次
条

第
１
項

第
31

条
に

お
い
て

準
用
す

る
次
条

第
1項

第
19

条
第
2項

第
5号

第
21

条
第
1項

第
31

条
に

お
い

て
準
用

す
る
第
21

条
第
1項

第
19

条
第
2項

第
6号

第
22

条
第
31

条
に

お
い

て
準
用

す
る
第
22

条
第
19

条
第
2項

第
7号

第
23

条
第
1項

第
31

条
に

お
い

て
準
用

す
る
第
23

条
第
1項

○
施

行
規
則
第
14

条
（
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
）

令
第
6条

第
1項

第
4号

の
規
定
に
よ
り
同
項
第
2号

及
び

第
3号

と
同

等
の
以

上
の
技

能
を
有

す
る
と

認
め
ら

れ
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
（
略
）

・
国

が
行

っ
て
い
る
立

入
検

査
で
は

約
３
５
０
に
わ

た
る
水

道
法

及
び
施

行
規

則
等

関
連

規
則

に
関

す
る
項

目
を
確

認
し
て
お
り
、
き
め
細

や
か

な
対

応
を
行

っ
て
い
る
。

・
立

入
検

査
の

結
果

等
は

Ｈ
Ｐ
、
全

国
水

道
関

係
担

当
者

会
議

等
に
て
周

知
。
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